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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
二
百
四
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ

う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
一
年
八
月
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
保
安
林
の
所
在
場
所

山
梨
市
山
根
字
勘
七
　
一
九
六
三
、
正
徳
寺
字
ヘ
ボ
二
八
三
〇
の
一
、
二
八
三
〇
の
二
、
二
八
三

一
、
二
八
三
二
、
字
大
泥
二
八
一
六
、
二
八
二
八
、
二
八
二
九
、
矢
坪
字
大
沢
参
一
六
六
九
の
一
、

一
六
六
九
の
二
七
、
一
六
六
九
の
二
八
、
一
六
六
九
の
二
九
、
一
六
六
九
の
三
〇
、
落
合
字
勝
負
沢

一
四
二
九
、
字
大
清
水
一
四
二
八
の
二
、
字
平
保
一
四
二
七

二
　
指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三
　
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
方
法

１
　
主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び
山
梨
市
役
所
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
二
百
四
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ

う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
一
年
八
月
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
保
安
林
の
所
在
場
所

韮
崎
市
円
野
町
下
円
井
字
漆
平
三
三
六
三
、
三
三
九
一
、
三
三
九
二
、
三
四
〇
一
、
三
四
二
九
、

字
上
ノ
山
三
一
六
〇
、
字
石
巣
三
六
一
七
、
三
六
一
八
、
三
六
一
九
、
三
六
二
〇
、
三
六
二
一
、
三

六
二
三
、
三
六
二
五
の
一
、
三
六
二
九
の
一
、
字
大
久
保
三
四
三
六
の
一
、
三
四
三
六
の
三
、
三
四

三
七
、
三
四
四
〇
、
三
四
四
一
、
三
四
四
二
、
三
四
四
三

二
　
指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
方
法

１
　
主
伐
は
択
伐
に
よ
る
。

２
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び
韮
崎
市
役
所
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
二
百
四
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
九
百
七
十
号
　
　
平
成
二
十
一
年
八
月
六
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

四
四
七

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
一
年

八
月
六
日

第
千
九
百
七
十
号

木　曜　日



路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
八
月
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
富
士
河
口
湖
芦
川
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

笛
吹
市
芦
川
町
上
芦
川
字
品
沢
一
八
一
〇
番
の
一

旧

一
〇
・
〇
〜

一
五
二
・
二

地
先
か
ら

一
四
・
七

笛
吹
市
芦
川
町
上
芦
川
字
品
沢
一
八
一
二
番
の
四

地
先
ま
で

新

一
三
・
六
〜

一
五
二
・
二

三
三
・
八

山
梨
県
告
示
第
二
百
四
十
七
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
中
北
建
設
事
務
所
（
峡
北
支
所
を
除

く
。）
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
八
月
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
位
置

甲
斐
市
下
今
井
字
上
ノ
段
二
五
九
八
番
四

二
　
道
路
の
幅
員

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

三
　
道
路
の
延
長

二
一
・
六
四
メ
ー
ト
ル

公
　
　
　
告

'

砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
の
実
施

砂
利
採
取
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
砂
利
採
取

業
務
主
任
者
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
一
年
八
月
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
試
験
日
時

平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
三
日
（
金
）
午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

二
　
試
験
場
所

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
山
梨
県
庁
北
別
館
六
〇
一
会
議
室

三
　
受
験
資
格

年
齢
、
性
別
、
学
歴
、
居
住
地
及
び
国
籍
を
問
わ
な
い
。

四
　
試
験
科
目

次
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
筆
記
試
験
を
行
う
。

１
　
砂
利
の
採
取
に
関
す
る
法
令

２
　
砂
利
の
採
取
に
関
す
る
技
術
的
な
事
項
（
基
礎
的
な
土
木
及
び
河
川
工
学
に
関
す
る
事
項
を
含

む
。）

五
　
受
験
手
続

１
　
提
出
書
類

（一）

受
験
願
書

（二）

写
真
（
受
験
願
書
提
出
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
、
無
帽
、
正
面
、
上
半
身
像
の
も
の
で
、

縦
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
裏
面
に
撮
影
年
月
日
、
氏
名
及
び
年
齢
を

記
載
し
た
も
の
）

一
枚

２
　
受
験
手
数
料

八
千
円
（
受
験
願
書
に
八
千
円
に
相
当
す
る
額
面
の
山
梨
県
収
入
証
紙
を
は
り
付
け
、
消
印
は

し
な
い
こ
と
。）

受
験
手
数
料
は
、
出
願
を
取
り
消
し
、
又
は
受
験
し
な
か
っ
た
場
合
で
も
還
付
し
な
い
。

六
　
受
験
願
書
の
提
出
方
法

受
験
願
書
は
山
梨
県
森
林
環
境
部
森
林
整
備
課
（
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
九
番
十
一
号
）
に
提
出

す
る
こ
と
。

七
　
受
験
願
書
受
付
期
間

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
三
日
（
金
）
か
ら
同
年
十
一
月
六
日
（
金
）
ま
で
の
山
梨
県
の
休
日
を

定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
山
梨
県
条
例
第
六
号
）
に
定
め
る
県
の
休
日
を
除
く
毎
日
、
午
前
九
時
か

ら
午
後
五
時
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
の
場
合
は
、
同
月
六
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
は
有
効
と
す

る
。

八
　
合
格
者
の
発
表

山
梨
県
庁
東
側
の
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
交
差
点
掲
示
板
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
発
表
す
る
と
と
も

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
九
百
七
十
号
　
　
平
成
二
十
一
年
八
月
六
日

四
四
八



に
、
合
格
者
に
は
合
格
証
を
交
付
す
る
。

九
　
そ
の
他

１
　
試
験
当
日
持
参
す
る
も
の

（一）

受
験
票

（二）

筆
記
用
具

２
　
疑
問
の
点
に
つ
い
て
は
、
山
梨
県
森
林
環
境
部
森
林
整
備
課
（
電
話
〇
五
五
│
二
二
三
│
一
六

四
五
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

'

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
二
十
一
年
八
月
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
央
市
下
河
東
字
西
反
甫
二
一
六
二
の
二
、
二
一
六
二
の
三
の
一
部
及
び
二
一
八
一
の
一
部
の
区

域
（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
中
北
建
設
事
務
所
及
び
昭
和
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

中
央
市
下
河
東
二
千
百
八
十
八
番
地
　
土
屋
裕
義

公
安
委
員
会

'

技
能
検
定
員
等
審
査
の
実
施

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
九
十
九
条
の
二
第
四

項
第
一
号
イ
の
規
定
に
よ
る
技
能
検
定
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識
に
関
し
て
行
う
審
査
（
以
下
「
技
能

検
定
員
審
査
」
と
い
う
。）
及
び
法
第
九
十
九
条
の
三
第
四
項
第
一
号
イ
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
の
運

転
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識
の
教
習
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識
に
関
し
て
行
う
審
査
（
以
下
「
教
習
指

導
員
審
査
」
と
い
う
。）
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
一
年
八
月
六
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
井
　
　
上
　
　
利
　
　
男

一
　
審
査
の
種
類

１
　
技
能
検
定
員
審
査

大
型
自
動
車
免
許
、
中
型
自
動
車
免
許
、
普
通
自
動
車
免
許
、
特
定
第
一
種
運
転
免
許
（
大
型

特
殊
自
動
車
免
許
、
大
型
自
動
二
輪
車
免
許
、
普
通
自
動
二
輪
車
免
許
及
び
牽け
ん

引
免
許
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）
及
び
大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
等
（
大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
、
中
型
自
動
車
第

二
種
免
許
及
び
普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
各
技
能
検
定
員
審
査

２
　
教
習
指
導
員
審
査

大
型
自
動
車
免
許
、
中
型
自
動
車
免
許
、
普
通
自
動
車
免
許
、
特
定
第
一
種
運
転
免
許
及
び
大

型
自
動
車
第
二
種
免
許
等
に
係
る
各
教
習
指
導
員
審
査

二
　
審
査
日
時
及
び
場
所

１
　
審
査
日
時

平
成
二
十
一
年
九
月
七
日
（
月
）
、
九
月
九
日
（
水
）
及
び
九
月
十
一
日
（
金
）
の
午
前
九
時

か
ら
午
後
五
時
ま
で

２
　
審
査
場
所

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
下
高
砂
八
百
二
十
五
番
地
　
山
梨
県
総
合
交
通
セ
ン
タ
ー

三
　
受
付
期
間
及
び
場
所

１
　
期
間

平
成
二
十
一
年
八
月
十
日
（
月
）
か
ら
平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
一
日
（
金
）
ま
で

２
　
場
所

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
下
高
砂
八
百
二
十
五
番
地
　
山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
教

習
所
指
導
係

四
　
審
査
内
容

１
　
技
能
検
定
員
審
査

技
能
検
定
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識

２
　
教
習
指
導
員
審
査

教
習
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識

五
　
審
査
手
数
料

１
　
技
能
検
定
員
審
査

（一）

大
型
自
動
車
免
許
及
び
中
型
自
動
車
免
許

二
万
四
千
七
百
円

（二）

普
通
自
動
車
免
許

二
万
五
百
円

（三）

特
定
第
一
種
運
転
免
許

一
万
四
千
百
円

（四）

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
等

二
万
二
千
四
百
五
十
円
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２
　
教
習
指
導
員
審
査

（一）

大
型
自
動
車
免
許
及
び
中
型
自
動
車
免
許

一
万
五
千
六
百
五
十
円

（二）

普
通
自
動
車
免
許

一
万
二
千
百
五
十
円

（三）

特
定
第
一
種
運
転
免
許

九
千
五
百
円

（四）

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
等

一
万
三
千
三
百
円

な
お
、
山
梨
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

六
　
そ
の
他

１
　
審
査
申
請
、
内
容
、
手
続
等
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課

（
電
話
〇
五
五
（
二
八
五
）
〇
五
三
三
内
線
五
九
二
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

２
　
技
能
検
定
員
審
査
又
は
教
習
指
導
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
審
査
申
請
書
を
提
出
す

る
と
と
も
に
、
そ
の
受
け
よ
う
と
す
る
審
査
に
係
る
運
転
免
許
証
を
提
示
す
る
こ
と
。

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
等
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査
又
は
教
習
指
導
員
審
査
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
当
該
審
査
の
種
類
に
対
応
す
る
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
資
格
者
証
又

は
教
習
指
導
員
資
格
者
証
を
提
示
す
る
こ
と
。

な
お
、
審
査
細
目
の
免
除
者
は
、
免
除
該
当
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
を
添
付
し
、
申

請
す
る
こ
と
。

'

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
の
実
施
に
つ
い
て

警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
二
十
二
条
第
二
項
第

一
号
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
（
以
下
「
講
習
」
と
い
う
。）
を
次
の
と
お
り
実
施

す
る
。平

成
二
十
一
年
八
月
六
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
井
　
　
上
　
　
利
　
　
男

一
　
講
習
に
係
る
警
備
業
務
の
区
分
、
実
施
日
時
及
び
実
施
場
所

１
　
警
備
業
務
の
区
分

法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
警
備
業
務
（
以
下
「
一
号
警
備
業
務
」
と
い
う
。）

２
　
実
施
日
時

平
成
二
十
一
年
九
月
八
日
（
火
）
か
ら
同
月
十
一
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時

ま
で
。
た
だ
し
、
十
一
日
は
午
前
九
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で
と
す
る
。

３
　
実
施
場
所

甲
府
市
宝
一
丁
目
二
十
一
番
二
十
号
　
山
梨
県
農
業
共
済
会
館
二
階
研
修
室

二
　
受
講
定
員

三
十
人

三
　
受
講
対
象
者

受
講
申
込
み
を
行
う
日
に
お
い
て
、
一
号
警
備
業
務
以
外
の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
法
第
二
十

二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
（
以
下
「
資
格
者
証
」と
い
う
。）

又
は
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

五
十
八
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
）
第
七
条
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
修

了
証
明
書
（
以
下
「
修
了
証
明
書
」
と
い
う
。）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

１
　
最
近
五
年
間
に
一
号
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
三
年
以
上
で
あ
る
者

２
　
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
号
。
以
下

「
検
定
規
則
」
と
い
う
。）
第
四
条
に
規
定
す
る
一
級
の
検
定
（
一
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に

限
る
。
以
下
「
一
級
検
定
」
と
い
う
。）
に
係
る
法
第
二
十
三
条
第
四
項
の
合
格
証
明
書
（
以
下

「
合
格
証
明
書
」
と
い
う
。）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

３
　
検
定
規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定
（
一
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下

「
二
級
検
定
」
と
い
う
。）
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当

該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
継
続
し
て
一
年
以
上
一
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

４
　
検
定
規
則
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六

十
一
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号
。
以
下
「
旧
検
定
規
則
」
と
い
う
。）
第
一
条
第
二
項
に

規
定
す
る
一
級
の
検
定
（
一
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
旧
一
級
検
定
」
と
い
う
。）

に
合
格
し
た
者

５
　
旧
検
定
規
則
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定（
一
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。

以
下
「
旧
二
級
検
定
」
と
い
う
。）
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検
定
に
合
格
し
た
後
、

継
続
し
て
一
年
以
上
一
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

四
　
受
講
手
続

１
　
事
前
申
込
手
続

（一）

事
前
申
込
み
の
方
法

受
講
を
希
望
す
る
者
は
、
山
梨
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課
（
受
付
専
用
電

話
〇
五
五
―
二
二
七
―
七
八
三
〇
）
あ
て
に
事
前
に
申
込
み
を
行
い
、
受
理
番
号
を
取
得
す
る

こ
と
（
電
話
一
本
に
つ
き
一
人
の
受
付
と
し
、
受
付
専
用
電
話
以
外
で
の
受
付
は
行
わ
な
い
。）。

（二）

事
前
申
込
受
付
期
間

平
成
二
十
一
年
八
月
十
七
日
（
月
）
及
び
同
月
十
八
日
（
火
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
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ま
でな

お
、
先
着
順
に
受
け
付
け
、
事
前
申
込
受
付
期
間
内
で
あ
っ
て
も
、
申
込
人
員
が
定
員
に

達
し
た
場
合
は
、
受
付
を
締
め
切
る
。

２
　
受
講
申
込
手
続

１
の
事
前
申
込
手
続
を
行
い
、
受
理
番
号
を
取
得
し
た
者
は
、
次
に
よ
り
受
講
の
申
込
み
を
行

う
こ
と
。

（一）

受
講
申
込
受
付
期
間

平
成
二
十
一
年
八
月
十
九
日
（
水
）
か
ら
同
月
二
十
一
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午

後
五
時
ま
で

（二）

提
出
書
類

a

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
受
講
申
込
書
　
一
通

s

写
真
（
申
込
前
六
か
月
以
内
に
撮
影
し
た
正
面
、
上
三
分
身
、
無
帽
、
無
背
景
の
縦
の
長

さ
三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面

に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た
も
の
）

一
枚

d

資
格
者
証
又
は
修
了
証
明
書
の
写
し

f

受
講
対
象
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
書
面

ア
　
三
１
に
該
当
す
る
者

一
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
疎
明
す
る
警
備
業
者
等
の
作
成
に
係
る
書
面

（
以
下
「
警
備
業
務
従
事
証
明
書
」
と
い
う
。）
及
び
履
歴
書

イ
　
三
２
に
該
当
す
る
者

一
級
検
定
に
係
る
合
格
証
明
書
の
写
し

ウ
　
三
３
に
該
当
す
る
者

二
級
検
定
に
係
る
合
格
証
明
書
の
写
し
及
び
二
級
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
一

年
以
上
一
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
を
疎
明
す
る
警
備
業
務
従
事
証
明
書

エ
　
三
４
に
該
当
す
る
者

旧
一
級
検
定
に
係
る
合
格
証
の
写
し

オ
　
三
５
に
該
当
す
る
者

旧
二
級
検
定
に
係
る
合
格
証
の
写
し
及
び
旧
二
級
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
一

年
以
上
一
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
を
疎
明
す
る
警
備
業
務
従
事
証
明
書

g

代
理
人
が
受
講
申
込
書
を
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
本
人
か
ら
の
委
任
状

（三）

受
講
手
数
料

受
講
申
込
書
の
提
出
時
に
二
万
三
千
円
の
山
梨
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

な
お
、
受
講
手
数
料
は
、
申
込
み
を
取
り
消
し
、
又
は
受
講
し
な
か
っ
た
場
合
で
も
還
付
し

な
い
。

（四）

受
講
申
込
書
等
の
提
出
先

（二）
に
掲
げ
る
書
類
を
申
込
人
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
（
他
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に

住
所
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
甲
府
警
察
署
）
に
提
出
し
、
受
理
番
号
を
申
告
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
申
込
み
は
受
け
付
け
な
い
。

五
　
講
習
の
委
託

講
習
は
、
社
団
法
人
山
梨
県
警
備
業
協
会
（
所
在
地
　
甲
府
市
宝
一
丁
目
二
十
一
番
二
十
号
）
に

委
託
し
て
行
う
。

六
　
修
了
証
明
書
の
交
付

講
習
最
終
日
に
筆
記
の
方
法
に
よ
り
修
了
考
査
を
行
い
、
合
格
者
に
は
、
修
了
証
明
書
を
交
付
す

る
。

七
　
そ
の
他

１
　
講
習
初
日
は
、
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
八
時
五
十
分
ま
で
に
受
付
を
済
ま
せ
る
こ
と
。

２
　
受
講
者
は
受
講
に
当
た
り
、
筆
記
用
具
を
持
参
す
る
こ
と
。

３
　
講
習
に
つ
い
て
の
質
疑
は
、
山
梨
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課
（
電
話
〇
五
五

―
二
三
五
―
二
一
二
一
内
線
三
〇
二
二
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。
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